
平成 28 年度統計法施行状況報告（基本計画関連事項編）の修正 

 

平成 29 年５月 30 日に統計委員会に報告した平成 28 年度統計法施行状況報告（基本計画

関連事項編）のうち、資料４の内閣府の「平成 28 年度中の検討状況又は進捗状況」欄に記

載漏れがありましたので、今回の報告に当たり、下記のとおり修正しました（報道発表も平

成 29 年５月 30 日に実施）。 

 

【修正後】 

各府省 平成28年度中の検討状況又は進捗状況 

内閣府 ・「青少年のインターネット利用環境実態調査」及び「低年齢層の子供

のインターネット利用環境実態調査」に関する有識者による企画分

析会議を開催し、「青少年のインターネット利用環境実態調査」の次

年度の実施に向けて調査方法の一層の改善に向けた検討を行った。 

また、「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」は、企画

分析会議における検討結果を踏まえてオンライン調査を実施した。 

・平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査について、引き

続き調査員調査・オンライン調査を併用して実施する。 

・企業行動に関するアンケート調査について、ＨＰ上の調査対象企業に

対する告知に併せて、オンライン調査の案内及び政府統計オンライ

ン調査総合窓口のＵＲＬを掲載している。また、調査票上のログイン

情報欄に目立つ色を使用し、オンライン回収率の向上を図っている。 

・消費動向調査について、平成26年度に実施した試験調査やこれまでの

検討結果を踏まえ、オンライン調査の導入時期や具体的な導入方法、

オンライン調査票案等について検討を行った（検討の結果、平成30年

度にオンライン調査を導入予定。）。 

 

【修正前】 

各府省 平成28年度中の検討状況又は進捗状況 

内閣府 ・「青少年のインターネット利用環境実態調査」及び「低年齢層の子供

のインターネット利用環境実態調査」に関する有識者による企画分

析会議を開催し、「青少年のインターネット利用環境実態調査」の次

年度の実施に向けて調査方法の一層の改善に向けた検討を行った。 

また、「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」は、企画

分析会議における検討結果を踏まえてオンライン調査を実施した。 

・平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査について、引き

続き調査員調査・オンライン調査を併用して実施する。 

 

別紙３ 


